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コンプライアンス

当社は、「企業理念」に基づき、事業を遂行する上で守るべき

遵法精神・企業倫理に則った行動の規範として、コンプライ

アンス活動の中核を成す「企業行動規範」を制定しています。

また、経営者も含めた社員一人ひとりの業務活動における、

より具体的な行動の判断基準として「コンプライアンス行動

指針」を定めるとともに、社員全員に「コンプライアンス宣誓

書」を配布し、署名・携帯を促すことにより、コンプライアン

ス意識の喚起を図っています。

　全社のコンプライアンスについては会長が統括し、その推

進体制として、会長、社長を補佐し、推進業務を執行するコン

プライアンス担当役員を配置しているほか、全社に係るコン

プライアンス推進策の審議および実施状況の評価、反コンプ

ライアンス問題への対応を図る組織として、会長を委員長と

する「全社コンプライアンス委員会」を設置するとともに、そ

の下にコンプライアンス推進に係る業務を迅速かつ的確に進

めるため、全社に係るコンプライアンス推進活動と保安規程

に基づく自主保安活動に関する2つの部会を設けており、2

名の副社長が各部会長を務めています。

　支店や火力発電所等の主要機関については、「機関別コン

プライアンス委員会」を設置して、各機関の特性に合わせた

コンプライアンス活動を展開しています。これらのコンプラ

イアンス委員会にはグループ会社も参加しており、グループ

全体でコンプライアンス活動を推進しています。このほか、

社員がコンプライアンス上の問題に直面した場合の相談窓口

として、業務監査部および外部の法律事務所に「コンプライ

アンス相談窓口」を設置しています。

　J-POWERグループでは、これらの組織と機関が役割分担

をしつつ、協力・連携して、コンプライアンス推進に取り組ん

でいます。

環境経営および社会的責任（CSR）の取り組み

J-POWERグループは、「人々の求めるエネルギーを不断に

提供し、日本と世界の持続可能な発展に貢献する」という企

業理念に基づき、企業活動を通じて電力の安定供給と環境保

全の両立を図る取り組みを継続しています。取り組みの内容

については、J-POWERグループサステナビリティレポート

をご参照ください。

URL:http://www.jpower.co.jp
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